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１．基礎事項

自立した個人の生き生きとした暮らしの実現

競争力のある経済社会の維持・発展

安全の確保

美しく良好な環境の保全と創造

多様性のある地域の形成

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

● 東アジアシームレス物流圏の構築
● ﾋﾞｼﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの強化・高度化による外国人観光客の訪日促進
● 国土交通関連産業の海外展開の支援

● 消費者・利用者から信頼される安全システムの構築
● ハード・ソフト一体となった災害対策の推進
● 災害に係る情報提供・広報の積極的推進

● 地球温暖化対策・循環型社会の構築等の環境対策の高度化

● 少子化社会の子育て環境作り
● 公的賃貸住宅制度の再編等による住生活の安定
● バリアフリー新法に基づく総合的バリアフリーの推進

● 交流ｲﾝﾌﾗ、成長ｲﾝﾌﾗ、生活基盤ｲﾝﾌﾗ等頑張る地域を支援するｲﾝﾌﾗ整備
● 都市再生、密集市街地対策等都市の成長基盤の整備
● 「美しい日本」の創成に向けた観光地づくり

（１）国土交通省の使命と役割
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（２）組織・定員等

① 組織・定員の概要

国土交通省

(63,079)
内 部 部 局

審 議 会 等

施設等機関

地方支分部局

特別の機関

地方整備局

北海道開発局

地方運輸局

地方航空局

航空交通管制部

船員労働委員会

気 象 庁

海上保安庁

海難審判庁

(22,111)

(5,877)

(12,324)

(26)

(230)

(6,159)

(4,553)

(4,677)

(1,271)

(4,168)

(76)

(38,771)

(18,457)

(811)

(796)

※平成１８年度末定員

外 局
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63,079人(100％)

特別職、指定職
　168人（0.27%）海事職(一)、(二)

227人（0.36%）

教育職(一)
91人（0.14%）

研究職
459人（0.73%） 医療職(一)、(三)

15人（0.02%）

行政職(二)
630人（1.00%）

行政職(一)
46,236人（73.30%）

専門行政職
5,113人（8.11%）

公安職(二)
10,140人（16.07%）

63,079人(100％)

交替制勤務
17,394人（27.57%）

官執勤務
45,685（72.43%）

② 職種等別内訳
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東北地方整備局
(１３６官署）

北陸地方整備局
（１００官署）

□：本局庁舎（港湾空港関係）

仙台市

北海道開発局

沖縄総合事務局

地方整備局の管轄区域

関東地方整備局
（１８８官署）

中部地方整備局
（１３０官署）

近畿地方整備局
（１１６官署）

九州地方整備局
（１３３官署）

四国地方整備局
（５４官署）

中国地方整備局
（８７官署）

○：本局庁舎（港湾空港関係を除く。）

福岡市

高松市

大阪市

神戸市
名古屋市

大宮市

③ 地方支分部局の例

＜地方整備局の官署の状況＞

○本局 ８官署
○事務所 ３０４官署
○出張所 ６３２官署
計 ９４４官署

新潟市

横浜市

広島市

（平成１８年度）
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■空港事務所 （３０）
△空港出張所 （２８）
◎空港・航空路監視レーダー事務所 （ ４）

●航空路監視レーダー事務所 （１３）
▲航空無線標識所 （ ２）
○航空無線通信所 （ ２）
☆航空衛星センター （ ２）

□航空交通管制部 （ ４）

■成田

○友部

▲御宿

■東京
△江東

●大和

○坂戸

■下地島

■稚内

△紋別

△旭川
△女満別

△中標別

△帯広
■新千歳

△青森

■三沢

●八戸

大館能代△

秋田◎
△花巻

■仙台

庄内△

山形△
●石巻

●いわき

■新潟

●長岡
福島△

△松本

☆常陸太田

▲浜松 △大島

◎八丈島

能登△

△
富山

小松■

中部■
岡崎●

■大阪

■八尾
●
信太

関西■

△南紀白浜

鳥取△
■美保

出雲△

岡山△広島■石見△

△山口宇部

●平田

徳島■

■高知

■松山

■高松北九州
■

■大分

■宮崎

鹿児島

■
加世田●

■熊本

△佐賀
■
長崎

対馬△

福江◎
●土佐清水

△種子島

◎宮古

●名瀬
△奄美

福岡□
福岡■ 東京航空局管内

大阪航空局管内

△石垣

空港事務所等配置図

平成18年度末現在

札幌□
丘珠■

■釧路
●釧路

■函館
●函館

神戸△
神戸☆

■那覇
□那覇

□東京
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○ 国土交通省の職員が結成する職員団体は、国家公務員法で

その結成が禁止されている海上保安庁を除き、９組合である。

０人

０人

０人

２人

６人

１４人

７人

２６人

６０人

７０人

１，２００人

１，８００人

３，１００人

５，１００人

６，８００人

11人

在籍専従者数

全北海道開発局労働組合

国土交通省全建設労働組合

５４０人国土交通省管理職ユニオン

全気象労働組合

国総研横須賀職員組合

沖縄非現業国家公務員労働組合
気象支部

国土交通省職員組合

全運輸省港湾建設労働組合

９，４００人全運輸労働組合

組織人員概数職 員 団 体 名

（注）組織人員数、組織率は、人事院「平成１７年度年次報告書」による。

管理職員等で組織する
職員団体に係るもの（外数）

０人

６６人

在籍専従者数

８.５％

６９.３％

組織率

５３７人

２９，１００人

組織人員数

［参考］

（３）職員団体
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（１）採用

・ 全国採用・・・本省、航空等

・ ブロック採用・・・地方整備局、地方運輸局等

２．人事管理の状況

（２）異動

① 全国又は広域ブロック内の配転が基本

・ 単身赴任

・ 長時間通勤

② 昇任

事務所長
（６G～９G）

本局
課長等
（６G）

事務所
副所長
（５G～７G）

本局
課長補佐
（４G～６G）

事務所
課長

（４G～６G）

係長
（２G～４G）

【地方整備局の例】

本局部長
（７G～９G）

支局長等
（６G～８Ｇ）

本局課長
（６G）

支局等
首席専門官
（５G～６G）

本局
課長補佐
（４G～５G）

係長
（２G～４G）

【地方運輸局の例】

＊ 山間僻地、離島などにも専門的職員の配置が必要

③ 女性の登用

（３）退職管理

・ 定年退職

・ 勧奨退職 ７



３．職員団体との交渉等の状況

○ 各職員団体と国家公務員法上の交渉やこれに準じる会見を実施

２

１

大臣官房長

大臣官房調査官

国土交通省職員組合

２

７

大臣官房長

大臣官房調査官

国土交通省全建設労働組合

１

３

北海道局長

北海道局総務課調査官

全北海道開発局労働組合

１大臣官房長全運輸労働組合・全気象労働組合・全運輸
省港湾建設労働組合（運輸共闘）

６

１

気象庁長官

気象庁総務部長

全気象労働組合

大臣（官房長代行）

大臣官房長

２

１

全運輸労働組合・国土交通省全建設労働組
合・全気象労働組合・全運輸省港湾建設労
働組合（国土交通共闘）

２気象庁総務部長沖縄非現業国家公務員労働組合気象支部

２大臣官房長国土交通省管理職ユニオン

２大臣官房参事官（労務）全運輸省港湾建設労働組合

１

２

５

３

大臣官房総括審議官

大臣官房政策評価審議官

大臣官房人事課長

大臣官房参事官（労務）

全運輸労働組合

回数対 応 者組 織 名

○ テーマ ：処遇や給与の改善に関する要望等

実施時期：人事院勧告の前後等

２．上記以外に、各地方機関等ごとに、対応する職員団体と交渉
等を行っている。

１．本省での対応（平成１７年度実績）
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４．労使関係の課題等

○ また、国土交通省の相当数の職員は、山間僻地、離島など

も含めた全国津々浦々の官署に配属され、様々な種類の業務

に従事しており、それらの多様な職員それぞれの士気を如何

にして保持していくかが問題。

○ 国土交通省は社会資本整備、交通政策、気象業務など、国

民生活に密着し、その安全・安心を不断に守る重要な業務を所

掌していることから、これらの業務の執行が効率的かつ適切に

行われることが必要。

○ 国家公務員共通の勤務条件を所管する制度官庁との役割

分担の下で、国土交通省の職員団体との間では、定期的に

交渉、会見の場などを通じて、一定のテーマについて労使間

のやり取りを行ってきているところ。

これまで、正常で健全な労使関係を構築するよう努力を積

み重ねてきたところであり、今後もそのような関係を維持して

いくべきものと思料。
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５．公務員制度のあり方等

早期退職慣行の是正

再就職規制の見直し

能力・実績主義の導入

分限処分

• 専門職大学院への派遣制度の拡充、私立大学・研究機関以外の公益法人等へ
の派遣・出向制度の創設などにより、派遣制度の充実を図るべき。

• 民間出向に係る規制の緩和などにより、官民交流の推進を図るべき。

• 再任用職員に係る定員制度の見直しなどにより、再任用制度の活用を図るべき。

• 営利企業への再就職については、国民のあらぬ疑念を受けるような状況は好ま
しくないが、退職公務員がその培った知識・経験を活かすことは社会的にも有用な
場合があり、公務員制度改革全体の中で検討していく必要がある。

• 総務省の実施している人事評価の試行の結果を踏まえた制度とすべき。

• 本省だけでなく、各地方機関等の業務・人事任用の実態を十分踏まえたものと
すべき。

• 勤務実績不良、適格性欠如等について、処分に係る具体的な基準の検討等を
通じ、制度の活用を図るべき。
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